
久喜市ソフトテニス初心者教室
  ４月16日㈰～５月21日㈰　毎週
土・日曜日 全10回 ９時～11時30
分（１日予備日あり）
  第１会場：緑１丁目テニス場

　 第２会場：青葉公園テニスコート
講 久喜市ソフトテニス連盟

  市内在住の小学生とその保護者、
および一般
  50名（超えた場合抽選）
  小学生：1,500円、一般：2,000
円（保険料およびボール代等）

※ 子どもだけ参加する場合は保護者の
承諾が必要です。
  運動靴、テニスラケット（貸出可能）
  ４月９日㈰までに直接またはメー
ルで申し込み

　  【メール】タイトルを「テニス教
室申込」とし、本文に住所、氏

ふりがな
名、

年齢、性別、電話番号、希望会
場を記入（小学生の場合は保護
者名、学校、学年も）

　  【直接】土・日曜日、祝日の10時～
15時に、緑１丁目テニス場で申し込み
  久喜市ソフトテニス連盟 服

はっとり
部 ☎

52-0617／ kukisofttennis@
yahoo.co.jp

建築・リフォーム無料相談会
  ４月４日㈫ 13時～16時
  埼玉東部消防組合消防局 １階ロビー
  住宅・建築物に関する相談全般

講  埼玉県建築士事務所協会杉戸支
部に所属する建築士事務所
  既存建物の建築確認図面、写真等

主�催　埼玉県建築士事務所協会業務
部建築相談委員会、同協会杉戸支
部構造部会
   ３月28日㈫までに、同協会杉
戸支部（☎92-0158））へ

不動産鑑定士による
不動産の無料相談会

  ４月８日㈯ 10時～16時
  さいたま浦和会場：さいたま市浦
和コミュニティセンター 14集会室

（さいたま市浦和区東高砂町11-１）
　  川越会場：ウェスタ川越 ２階 活

動室４（川越市新宿町１-17-17）
  公益社団法人埼玉県不動産鑑定
士協会　☎048-789-6000

専門家による無料相談会
◆合同無料登記相談会【要予約】

  ４月５日㈬ 13時～16時（１人20分）
  久喜総合文化会館 会議室
  遺産分割協議書・遺言書作成相
談､ 相続登記､ 土地分筆・建物表
題登記､ 境界確認・測量に関する
相談　※税に関する相談は不可
  ９人（要予約）
  埼玉司法書士会埼葛支部 ☎25-
1271（予約はこちら）

　  埼玉土地家屋調査士会埼葛支部 
☎22-3765

◆行政書士会無料相談会

  紛争性の恐れのない相続・遺言､
許認可申請に関する相談
  不要（当日会場先着順）
  埼玉県行政書士会埼葛支部 

　 ☎24-0432
◆不動産無料相談室【要予約】

  ３月22日㈬ 13時～16時
  ふれあいセンター久喜 ３階 会議
室３
  不動産取引についての相談
  宅建協会埼葛支部 ☎31-1157

（平日 ９時～ 15時）

日程 時間 場所

3/15 ㈬
14:00 ～
16:00

４階第３集会室
２階第４会議室
４階 406 会議室

18:00 ～
20:00

ふれあいセンター
久喜３階会議室３

新型コロナウイルスの影響により、イベント等が中止になる場合があります。市ホームページまたは各問合せ先で確認してください。
また、イベント等参加の際は、マスクの着用・検温にご協力をお願いします。

年金コラム 国民年金付加保険料
　　　　　　国民年金第１号被保険者および任意加入被保険者は、定額
保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納付すると、付加年金額と
して老齢基礎年金に上乗せされます。付加年金額（年額）は、200円×付
加保険料納付月数となります。
※ 付加保険料の納付は、申出月から開始となります。
※ 国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納付できません。

  基礎年金番号または個人番号と本人確認できるもの
  春日部年金事務所（☎048-737-7112）／市民課（総合窓口）市民・
パスポート係（内線2663）／各総合支所市民係（  122 ／  215 ／

 126）

相　 談

【事例】
　ネット通販のサイトに「シャンプーが初回500円、
定期コースだが回数縛りなし、いつでもやめられる」
とあったので注文した。初回分に同梱の納品書で、次
回は３週間後に３本まとめて届けられ、合計２万円の
請求になると知った。高額すぎるので解約することに
した。解約は次回分発送の10日前までに電話で販売
業者に申し出ることと指定されているが、何度電話し
ても全然つながらない。
【ポイント】
　インターネット等の通信販売で、「定期購入の契約
とは把握していたが、『いつでも解約できる』とあっ
たので、安価な初回だけの購入でも良いのだろうと思
い注文したところ、２回目からは思いがけず高額にな
ると分かり、解約したいが解約対応期間が短い、業者
と連絡が取れない」などの相談が後を絶ちません。
　昨年６月に施行された改正特定商取引法により、販
売業者は「注文の最終確認画面に、消費者が一目見て
契約内容が分かるよう回数や総額、解約方法などの重
要事項を表示すること」が義務付けられました（詳し
くは、消費者庁の「通信販売の申込段階における表示
についてのガイドライン」を参照）。しかし、現在も
内容が不十分な販売サイトが見受けられます。

　他方で、消費者の意識の改善も求められます。通信
販売にクーリング・オフはなく、解約は事業者が定め
た特約に従うことになります。規約や注文内容の確認
が重要なのですが、「見ていなかった」というケース
が多く見られます。
　また、販売業者に解約等を交渉する際に、販売サイ
ト等の記載事項を検証する場合がありますが、ウェブ
サイトは書き換えたり、同じＵＲＬでも閲覧する人の
年齢や性別等に合わせて表示内容を変えたりできます。
消費者は、自分が注文した時のサイト画面を再現でき
るようにするなど、トラブルに備えることが大切です。
【アドバイス】
１． 注文を確定する前に必ず規約や最終確認画面で重

要事項を確認しましょう。
２． お得感を強調した広告や最終確認画面は必ずスク

リーンショットや印刷をして保存しましょう。
３． 販売業者と電話がつながらない場合は、いつ、何

回かけたか等の履歴・メモを残しておきましょう。
４． 商品を一方的に送り返しても解約にはならず、支

払いの督促は止まりません。解約には必ず販売業
者の合意が必要です。

◆困った時は次の窓口へ
市消費生活センター　14ページの無料相談をご覧く
　ださい。
県消費生活センター熊谷　☎048-524-0999
　平日／９時～16時

 市民生活課市民生活・防犯係（内線2629）

通信販売の定期購入
～トラブルに備えスクリーンショ
ットをしましょう～

くらしのくらしの
110番110番

© 埼玉県環境科学国際センター© 埼玉県環境科学国際センター

　この虫は、幼虫がサクラなどに食入・加害することで、樹木を衰弱・枯死させる
特定外来生物※です。発見した場合は、捕殺等をして、埼玉県東部環境管理事務
所（☎ 34-4011）および市環境課へご連絡ください。
※ 特定外来生物：外来生物法に基づき指定された生物で、「持ち運ぶ」「飼う」「別の場所

に放す」ことなどが禁止されています。

 環境課環境保全・衛生係（  内線368）

成虫の活動時期前後（５～８月）に、
ネット（目合４ミリメートル以下の防
鳥ネット等）を被害木に巻き付ける
ことで成虫の拡散を防止できます。

幼虫 排出孔に詰まったフラス
を取り除く

針金を挿入して刺殺

薬剤を注入して駆除

成虫
靴で踏みつぶす
市販の殺虫剤等
で捕殺

駆除方法

© 埼玉県環境科学国際センター

約2.5
～

４cm

被�害樹：サクラ、ウメ、モモ
など、バラ科の樹木

桜の被害が拡大しています
クビアカツヤカミキリの駆除にご協力を！

フラス（木くずフラス（木くず
と糞が混ざったと糞が混ざった
もの）があるもの）がある

木の中で羽化した木の中で羽化した成虫が脱出した穴成虫が脱出した穴（（脱出孔）がある脱出孔）がある

こ
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 菖蒲総合支所　  栗橋総合支所　  鷲宮総合支所
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※郵便番号のみが記載されている場合は、所在地記入不要です。
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